
幼稚園・こども園短時部 保護者の皆様 
新型コロナウイルス感染症における『出席停止措置並びに臨時休業の実施』等の対応について 

近江八幡市子ども健康部幼児課 
令和３年９月７日 

 
幼児課では、文部科学省、厚生労働省、内閣府からの通知をもとに以下に示す対応を基本として、就

学前施設での感染拡大防止に取り組みますので、お知らせします。 
なお、今後の文部科学省、厚生労働省、内閣府からの新たな通知等で変更になる場合があります。 
 

園児及び職員が感染した、または濃厚接触者と特定された場合について 

感染者の確認・施設の認知 
園児や職員の感染が確認された場合は、本人・保護者から、また

関係機関を通じて園に連絡が入ります。 

 

保健所による調査・結果判明・全体把握及び消毒

作業のための「臨時休園の実施」 
 感染者・濃厚接触者・検査対象者の 

出席停止 

【保健所の積極的疫学調査】 

 感染症法に基づき保健所が、感染者の行動履歴把握

等必要な情報を収集し、濃厚接触者やその周辺の検査

対象者の特定を行い、検査の協力を依頼します。その結

果を基に感染状況を把握します。 

【感染エリアの消毒作業】 

保健所の指示に基づき、当該感染者が活動した施設

範囲や接触のあった設備と物品を消毒します。 

【臨時休園の範囲】 

保健所による濃厚接触者の特定により市と施設が協

議し、規模（一部・全部）を判断します。 

【休業の期間】 

数日程度（土・日・祝日含む） 

＊臨時休園時も必要な方（◆１）については保育を保障

します。 

 

園児・職員が感染者と判明､もしくは濃厚接

触者等に特定された場合には､該当者を「出

席・出勤停止」とします。 

【出席・出勤停止の期間】 

・感染者・・・医師が治癒したと判断するまでの

期間 

・濃厚接触者・・・感染者と最後に濃厚接触をし

た次の日から２週間 

・上記以外の・・・検査結果で陰性が判明する 

検査対象者   までの期間 

【家族(本人以外)が濃厚接触者と特定された場

合】 

・保護者の申し出により出席・出勤停止措置可 

・市からの登園自粛要請期間については、保

健所より当該者の陰性の連絡があるまでは出

席・出勤停止」をお願いします。 

 

 

保育の継続  施設の再開 

状況に応じて感染リスクの高い活動の見直し等

を行いながら、保育を継続します。 
 感染リスクを可能な限り低減しつつ、保育を再開

します。 

◆１ 医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭等で仕事を休むこ

とが困難な子ども等。 

設置者による臨時休業

の要否の判断 
 感染拡大防止のための「臨時休園の実施」 

園と市が、保健所の見解を

踏まえ、施設の全部または一

部の臨時休園の要否を検討

します。 

 

 【臨時休園の基準】 

＜一部休園＞ 以下のいずれかの状況に該当するようなとき 
・同一のクラスにおいて複数の感染者、または濃厚接触者が存在す 

る場合 

・感染者は１名であっても、周囲に未診断の風邪症状等を有するもの 

が数人いる場合 

 ・その他、施設で必要と判断した場合 

＜全休園＞ 

 ・感染者、濃厚接触者が複数のクラスで判明し施設内で感染

が広がっている可能性が極めて高い場合 

【休業の期間】 2日～５日程度（土・日・祝日含む） 

＊感染の把握状況、感染の拡大状況、施設等への影響を踏ま

えて判断します。 

＊臨時休園時も必要な方（◆１）については保育を保障します。 
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